　　　　　　　　　　　　　　みんなのおうち　　規約

1． 名称
　みんなのおうち

2． 会の目的・活動内容
　親子の交流・循環農業体験・友だちづくり・育児情報交換・生活情報交換・思い出作り・ワークショップ

3． 会員
　会長１名、副会長２名、会計１名の計４人を三役に置く。
宇佐市在住の保護者で規約に賛同していただける方、その他、代表が会員にふさわしいと特別に認める方。

4． 運営
　役員を中心にみんなでつくりあげていく。個人が主催となる自主サークルです。運営を特定の人に任せ切りのお客さん状態の参加ではなく、「みんなでつくる」ことをこころがける。

5． 会計・会費
　会費の運営については話し合って決める。出納帳をつけ、会費の使い道を明確にしておく。

6． 安全
　活動に参加する子どものけがや事故、病気は保護者の責任とする。
　　（子どもから目を離さないで、安全に活動できるように心がける）

7． その他
　活動中は、政治・宗教・販売活動等サークルの趣旨以外の活動禁止。
　
活動に得た個人情報・撮影した写真の取り扱いについて、十分配慮を行う。

　借りている施設などは、マナーを守ってきれいに利用する。
　
　活動後は、来た時よりも綺麗にを心がけて施設の掃除をする。ゴミは各自で持ち帰る。

　施設内の設備・備品等は、破損しないように十分気をつける。

　活動の案内詳細や活動報告のツールとして、LINEやFacebookを利用する。

　参加者は締め切りまでに事前表明を行う。

8． 会の所在地
　この会の所在地を以下に置く
　〒879-0471　宇佐市四日市1165
　　　　代表　大西昌子

　（付則）

会の役員は以下の会員とする

代表　　大西　昌子
副代表　安部　光二
　　　　金澤　隆二
会計　　岡部　有紀

役員　久保雅彦
役員　山田映子
役員　宇都純代
役員　松島幹子

本規約は、平成２９年度４月１日から施行する。

（　附　　　　則　）
　　　役員について、上記のとおり変更する。
　　　この会則は、令和３年４月１日から施行する。
（　附　　　　則　）
　　　解の名称変更　旧；「子育てサークル　みんなのおうち」
　　　　　　　　　　新；「みんなのおうち」
　　　この会則は、令和６年４月１日から施行する。
（　附　　　　則　）
 　　役員んについて、上記のとおり変更する。
　　　この会則は、令和６年８月１日から施行する。
